
（参考） 
 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）（抄） 
 
 
 （発注者への報告等）   
第１８条  対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了

したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとと

もに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。   
２  前項の規定による報告を受けた発注者は、同項に規定する再資源化等が適正に行われなかっ

たと認めるときは、都道府県知事に対し、その旨を申告し、適当な措置をとるべきことを求める

ことができる。   
 
 （助言又は勧告）   
第１９条 都道府県知事は、対象建設工事受注者の特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実

施を確保するため必要があると認めるときは、第四条第一項の指針を勘案して、当該対象建設工

事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関し必要な助言又は勧告をすること

ができる。   
 
 （命令）   
第２０条 都道府県知事は、対象建設工事受注者が正当な理由がなくて特定建設資材廃棄物の再

資源化等の適正な実施に必要な行為をしない場合において、特定建設資材廃棄物の再資源化等の

適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、第四条第一項の指針を勘案して、当

該対象建設工事受注者に対し 、特定建設資材廃棄物の再資源化等の方法の変更その他必要な措

置をとるべきことを命ずることができる。   
 
 （報告の徴収）   

第４２条   
２  都道府県知事は、特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要な限

度において 、政令で定めるところにより、対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の

再資源化等の実施の状況に関し報告をさせることができる。   
 
 （立入検査）   
第４３条  都道府県知事は、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化

等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、

対象建設工事の現場又は対象建設工事受注者の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、

帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。   
 


